
鎌
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句
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仮
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1
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順
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仮
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条
件
表
現
の
類
型

2
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そ
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法

三
、
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法

l
、
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法

2
、
ム
ニ
ハ
の
周
辺
語

四
、
お
わ
り
に

「
　
は
じ
め
に

順
接
仮
定
条
件
の
表
現
形
式
が
現
代
語
の
タ
ラ
・
ナ
ラ

来
　
　
田

隆

バ
・
ト
に
統
合
整
理
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
の
大
要
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

（1）

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
細
部
に
つ
い
て
は
考
察
す
べ
き
問
題
が
少
な
く
な
い
。
仮
定
条
件
の
二
葉
を
担
う
ム
ニ
ハ
の
用
法
も
そ
の
；
で

あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
こ
ハ
に
つ
い
て
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六

ム
こ
ハ
に
つ
い
て
早
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
外
山
映
次
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
仮
定
条
件
句
た
る
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
ム
ニ
ハ
は
、

院
政
・
鎌
倉
期
に
次
第
に
そ
の
口
頭
語
的
性
格
が
強
く
な
り
、
ン
ニ
ハ
を
経
て
室
町
期
の
ウ
ニ
ハ
に
至
る
が
、
慣
用
句
や
反
実
仮
想
な
ど
一

部
の
用
法
に
限
定
さ
れ
は
じ
め
、
室
町
末
期
に
は
口
頭
語
か
ら
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
洞
門
抄
物
に
は
室
町
期
の
ウ
ニ
ハ
が
取
り
入
れ
ら
れ
、

（2）

独
自
の
文
体
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、
江
戸
初
期
ま
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
、
小
林
賢
次
氏
も
中
世
に
於
け
る
仮
定
表
現
の
様
相
の
考
察
の
な
か
で
ム
ニ
ハ
に
言
及
さ
れ
、
『
平
家
物
語
』
の
『
覚
一
本
』
や
『
斯

道
文
庫
本
』
と
『
天
草
版
』
と
を
比
較
す
る
と
、
古
典
平
家
に
見
ら
れ
る
ム
ニ
ハ
　
（
ウ
エ
ハ
）
が
『
天
草
版
』
で
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
、

（3）

『
天
草
版
』
の
ウ
ニ
ハ
は
原
典
に
あ
る
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ム
こ
ハ
の
用
法
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
ム
ニ
ハ
が
「
未
然
形
＋
バ
」
な
ど
の
他
の
仮
定
条
件
表
現
の
諸
形
式
の
中
で
ど

ぅ
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
外
山
氏
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
か
つ
て
洞
門
抄
物

（4）

の
ム
ニ
ハ
を
取
り
上
げ
、
仮
定
条
件
表
現
の
諸
形
式
と
の
比
較
に
於
い
て
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
を
資
料
と
し
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
鎌
倉

時
代
語
資
料
で
ム
こ
ハ
を
多
用
す
る
文
献
は
少
な
く
、
そ
の
な
か
で
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
は
纏
ま
っ
た
量
の
用
例
が
得
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

二
、
順
接
仮
定
条
件
表
現
の
形
式
と
そ
の
用
法

1
、
順
接
仮
定
条
件
表
現
の
類
型

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
於
け
る
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、
他
の
順
接
仮
定
条
件
表
現
の
形
式
と
そ
の
用
法
を
整

理
し
て
お
き
た
い
。

条
件
表
現
法
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
松
下
大
三
郎
氏
、
木
之
下
正
雄
氏
、
阪
倉
篤
義
民
、
木
下
正
俊
氏
等
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ



（
5
）

ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
順
接
仮
定
条
件
表
現
の
類
型
を
次
の
二
種
四
類
に
分
け
た
。

（
一
）
完
了
憧
仮
定
表
現

条
件
句
の
事
態
が
事
実
に
於
い
て
生
起
す
る
こ
と
を
予
想
し
、
そ
の
事
態
が
完
了
（
実
現
）
し
て
か
ら
帰
結
句
の
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
表

す
場
合
で
あ
る
。

〇
七
歳
こ
ナ
ラ
バ
男
コ
ニ
ナ
シ
テ
御
所
へ
進
セ
ム
ト
コ
ソ
思
シ
カ
ト
モ
（
「
禾
6
1
ウ
1

0
）

O
「
歌
タ
こ
モ
読
列
到
叫
、
供
御
ハ
マ
イ
リ
ナ
ム
」
（
二
中
周
ウ
8
「
」
は
会
話
文
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
）

（
二
）
非
完
了
怪
仮
定
表
現

条
件
句
の
事
態
が
事
実
に
於
い
て
生
起
す
る
か
否
か
は
当
面
の
問
題
で
は
な
く
、
現
実
の
事
態
に
対
す
る
判
断
そ
の
も
の
を
仮
定
す
る
場

（
6
）

合
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
三
類
に
分
け
ら
れ
る
。

a
、
事
実
に
反
す
る
事
態
を
想
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
話
し
手
の
判
断
を
表
す
も
の
。
反
英
仮
想
で
あ
る
。

O
「
家
ヲ
モ
出
テ
世
ヲ
モ
遁
レ
タ
リ
セ

叫
弓
カ
＼
ル
ウ
キ
事
ハ
聞
サ
ラ
マ
シ
」
（
「
不
4
4
ウ
7
）

b
、
現
前
の
事
態
が
既
定
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
判
断
し
た
上
で
、
そ
の
判
断
が
正
し
い
と
仮
定
し
て
、
話
し
手
の
判
断
を
表
す
も
の
。

前
件
は
既
定
の
事
実
で
あ
る
が
故
に
、
確
定
条
件
表
現
に
近
似
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
。

○
武
蔵
国
住
人
、
岡
部
六
矢
田
忠
澄
ト
云
者
馳
ツ
、
キ
テ
、
「
コ
＼
こ
只
一
騎
落
行
ハ
誰
人
ソ
、
敵
力
御
方
カ
、
名
乗
給
へ
」
ト
云
カ
ケ
＼

レ
ハ
、
「
御
方
ソ
」
ト
答
タ
リ
。
（
略
）
其
時
忠
度
、
「
御
方
ト
云
ハ
エ

l
雷
ヨ
カ
シ
」
ト
テ
、
六
矢
田
二
押
並
テ
組
テ
、
馬
二
疋
力
間

二
落
ニ
ケ
リ
（
五
本
6

8
オ
1
）

右
は
、
忠
度
最
後
の
場
面
で
あ
り
、
落
ち
ゆ
く
忠
度
の
前
に
六
矢
田
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
時
、
忠
度
が
「
味
方
だ
」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、

六
矢
田
が
切
り
か
か
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
の
忠
度
の
雪
口
で
あ
る
。

C
、
あ
る
事
態
を
想
定
し
、
そ
れ
に
対
す
る
話
し
手
の
判
断
を
表
す
も
の
。

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て
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O
「
同
失
命
一
ナ
ラ
バ
、
判
官
殿
二
相
テ
コ
ソ
命
ヲ
モ
ス
テ
メ
」
（
六
末
1
6
オ
4
）

O
「
事
故
ナ
ク
取
得
率
ル
l
「
列
l
川
l
、
只
今
験
シ
見
せ
給
へ
」
（
一
末
6
オ
2
）

さ
て
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
、
別
表
に
掲
げ
た
よ
う
な
順
接
仮
定
条
件
表
現
の
諸
形
式
が
見
ら
れ
る
（
本
稿
で
は
漢
文
体
表
記
部
分
や

和
歌
は
調
査
対
象
か
ら
外
し
、
ま
た
、
サ
ラ
バ
の
如
き
接
続
詞
的
用
法
も
除
外
し
た
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
を
右
の
類
型
に
従
っ
て
概
観
し
て
お
こ

う
0

2
、
形
式
と
そ
の
用
法

Ⅲ
動
詞
（
補
助
動
詞
）
未
然
形
＋
バ
　
（
二
一
六
例
）

ほ
と
ん
ど
が
完
了
性
仮
定
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
次
の
二
例
が
あ
る
。

O
「
菩
提
心
ノ
功
徳
、
若
シ
色
ア
ラ
バ
、
虚
空
二
満
テ
ソ
有
マ
シ
」
（
六
末
5
0
オ
8
）

O
「
官
應
ハ
凡
人
二
取
ラ
バ
、
公
文
所
也
」
（
二
中
1
4
ウ
4
）

前
者
は
非
完
了
性
仮
定
a
（
反
実
仮
想
）
で
あ
り
、
後
者
は
恒
常
条
件
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
前
項
に
掲
げ
た
よ
う
な
非
完
了
性
仮

定
b
の
例
も
あ
る
。

畑
ナ
バ
　
（
四
九
例
）

完
了
性
仮
定
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
後
件
に
マ
シ
が
立
つ
例
が
一
例
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
単
な
る
仮
定
条
件
表
現
で
あ
る
。

O
「
世
ヲ
此
君
ニ
ッ
カ
セ
奉
刃
司
、
恐
ク
ハ
延
喜
天
暦
ノ
代
こ
モ
立
帰
ナ
可
珂
ト
コ
ソ
思
ツ
ル
ニ
（
略
）
」
（
三
本
2
3
ウ
2
）

㈲
タ
ラ
バ
　
（
五
四
例
）

ナ
バ
と
同
じ
く
完
了
性
仮
定
を
表
す
。

O
「
時
光
鉢
ノ
源
氏
ナ
ム
ト
ニ
ア
サ
ム
カ
レ
列
到
一
巧
、
誠
二
恥
辱
ニ
チ
モ
候
ナ
ム
」
（
一
本
5
6
オ
8
）
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計合
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他
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①
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②
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反
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ム
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③

ラ
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④

マ
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シ
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ノ
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キ
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⑤

ナ

リ
マ
ホ

シ

バ

ヤ

ナ

禁

止

命

令

法

終

動

詞

⑥

雌

形

容

詞

†ノ＋抑動助甫為
，

詞動 5 21 14 01 9 7 5 1 1 3 6 1 9 1 03 9 3 01 612

†ノ＋詞動容形 1 2 1 4

創価でノラ夕 1 2

ヾノレ‾フレ 1
…
1

†ノナ 7川

．

8 1 3 6 6 1 1 2 1 1 2
…
49

†ノ‾フタ 451 1 3 4 2 2 1 4 1 3 45

ナ

ラ

バ

†ノラナ＋語用活 5

1
1⊥

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001

†ノ‾フナノモ＋語用活 5
‾
4

1
4

‖
2

1
4 ▼

1
1
1

．
1 32

†ノ‾フナトコ＋語用活 1 1 1 3

†ノ‾フナドホ＋語用活 1
1 1 1 3

ヾノ‾フナ十言体 1
1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1

1
4 3 1 43

ヾノ‾フナ＋他のそ 1 1 1 3

†ノセ 1 1 2 9 1 41

†ノカシマ
‾
1

‖
3 1

‖
12

‖
17

＼ノクナ詞容形 2 1 1 1 2 1 8

ノズ 87 5 1 5 1 1
1
1

‾
1

‖
30

＼ノクベ 1
1
2

－
1 1

R
5

‥
川

ノクジマ
1
2 …

2

＼ノこム 9 11 2 1 1 1 ⑧4 2 1 1 1 43

⑦＼ノニキトム 2 3 2 1 1 1 1 1 4 1 71

ノテリトニム
1
－1
1
2

…
1 1．

3

‥
3ヽノテイオニム 1 1 1

ヽ
，ノデ 1 5 1 4 2 1 2 61

＼ノテ 4 5 1 3 2 l 1
2 2 1

‾
2 1 2

‾
2

1
1

‖
38

計合 3 37 29 6 33 32 23 71 92 3 3 1 31 4 4 21 3 85 81 01 02 206

・
助
活

鵠
臓

0

詞

、

餉
伽
抽
㌔I

Y

は
仇
机
埼

用
纏
綿
抽

」

　

）

　

、

J

豊冊肺

⊥

」

リ

は

ム
ズ
カ
　
の

1
1
　
－
・

封
⑤
⑧
不、．
1

．

　

0

　

0

　

カ

ナ

む

例

形

「

含

2

用

②

を

は

活

°

　

」

　

」

　

　

　

ヽ

む
ム
　
ハ
ず

含
ラ
　
こ
　
い

を

ズ

キ

て

」

ム

ト

れ

ズ
「
ム
　
さ

ラ

④

「

記

カ
　
0
⑦
表

べ
　
む
。
が

「

含

む

尾

①

を

含

語

」

を

の

－

－

－

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て
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わ
ず
か
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
反
実
仮
想
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
（
二
例
）
。

O
「
イ
カ
ニ
モ
ヲ
ト
ナ
ノ
云
事
ハ
様
有
へ
シ
。
元
ヨ
リ
大
介
力
云
ツ
ル
様
こ
、
城
中
ニ
ス
テ
ヲ
キ
列
到
l
川
l
、
カ
ホ
ト
ノ
恥
ニ
ハ
及
サ
ラ

マ
可
叫
」
ト
ソ
人
申
ケ
ル
。
（
二
末
7
4
ウ
7
）

完
了
の
助
動
詞
に
バ
が
接
続
す
る
点
で
ナ
バ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
ナ
バ
～
ム
ズ
ラ
ム
」
が
六
例
、
「
ナ
バ
～
マ
ジ
」
が
六
例
存
す
る
の
に

対
し
て
、
タ
ラ
バ
に
は
こ
の
よ
う
な
例
が
無
く
、
そ
の
反
面
、
ナ
バ
に
は
存
し
な
い
「
タ
ラ
バ
～
ジ
」
が
二
例
あ
り
、
タ
ラ
バ
は
ナ
バ
よ
り

も
主
観
性
の
強
い
判
断
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

O
「
中
二
取
籠
刃
l
N
川
l
、
一
人
モ
遁
ル
マ
l
叫
」
（
二
末
6
5
ウ
7
）

O
「
但
シ
源
氏
ト
旬
ル
ハ
伊
豆
兵
衛
佐
頼
朝
ソ
カ
シ
。
ソ
レ
ハ
ノ
ホ
ラ
メ
ヤ
ラ
ム
。
上
り
列
｝
l
オ
可
、
サ
リ
ト
モ
別
ノ
事
ヨ
モ
ア
ラ
叫
」

（
三
末
7
0
オ
1
0
）

㈲
活
用
語
＋
ナ
ラ
バ
　
（
一
八
例
）

こ
の
形
式
は
完
了
性
仮
定
（
五
例
）
に
も
非
完
了
性
仮
定
C
　
（
一
三
例
）
に
も
用
い
ら
れ
る
。

O
「
我
等
渡
ス
ト
見
ル
ナ
刃
到
可
、
敵
失
フ
ス
マ
ヲ
作
テ
射
ス
ラ
ム
」
（
二
中
5
9
ウ
8
）

O
「
憂
世
ヲ
厭
ヒ
菩
提
ノ
道
ヲ
尋
ル
刃
ラ
到
可
、
此
ノ
ロ
ロ
カ
ミ
ヲ
付
テ
モ
ナ
こ
＼
カ
バ
セ
ン
」
ト
思
召
テ
御
ク
シ
ヲ
オ
ロ
サ
セ
給
フ
（
六

本
5
9
ウ
1
0
）

前
者
は
完
了
性
仮
定
、
後
者
は
非
完
了
性
仮
定
C
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
次
に
掲
げ
る
ご
と
く
べ
シ
・
マ
ジ
に
下
接
す
る
も
の
が
多
い

（
ベ
シ
五
例
、
マ
ジ
一
例
）
　
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

O
「
願
ハ
西
海
ノ
鎮
守
宇
佐
八
幡
大
菩
薩
（
略
）
今
一
度
本
国
へ
迎
サ
セ
給
へ
キ
刃
オ
ペ
弓
矢
二
立
ソ
ヒ
守
り
給
へ
」
（
六
本
2
0
オ
3
）

O
「
我
願
成
就
ス
マ
シ
キ
刃
到
叫
、
今
日
ヨ
リ
七
日
力
内
二
命
柊
へ
シ
」
（
二
末
3
4
ウ
1
）

㈲
活
用
語
＋
モ
ノ
ナ
ラ
バ
　
（
二
三
例
）



こ
の
形
式
は
殆
ど
が
完
了
性
仮
定
（
例
外
一
例
）
　
に
用
い
ら
れ
る
。

O
「
此
事
世
二
披
露
ス
ル
吻
刃
】
l
刀
川
」
、
我
レ
疑
ハ
レ
ナ
ム
ス
」
（
二
中
1
2
7
オ
9
）

O
「
厳
嶋
社
造
進
シ
ツ
ル
者
ナ
ラ
バ
、
官
位
、
一
門
ノ
繁
昌
、
肩
ヲ
並
ル
人
有
マ
シ
」
　
（
二
中
8
オ
1
）

O
「
宮
ヲ
生
取
奉
テ
流
罪
シ
奉
リ
ヌ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
バ
、
ソ
ノ
恐
有
ロ
カ
ラ
ス
。
思
キ
以
仁
宮
ヲ
土
佐
国
へ
可
奉
配
流
こ
之
由
（
二
中
2
6

ウ
8
）

ナ
ラ
バ
の
用
法
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
完
了
の
助
動
詞
ヌ
・
ツ
に
下
接
す
る
例
（
ヌ
七
例
・
ツ
四
例
）
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
帰
結
句
は
不
都

合
な
事
態
の
実
現
を
表
す
例
が
半
数
以
上
　
（
二
二
例
中
一
二
例
）
　
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

O
「
若
此
事
漏
ヌ
ル
物
l
引
舅
つ
叫
、
誅
セ
ラ
レ
ム
事
無
疑
一
」
（
一
末
1
3
ウ
1
0
）

O
「
若
此
矢
ヲ
射
バ
ツ
シ
ヌ
ル
物
ナ
ラ
バ
、
永
ク
本
国
へ
不
可
返
ル
」
　
（
六
本
2
0
オ
4
）

例
外
的
に
非
完
了
性
C
を
表
す
も
の
も
あ
る
が
、
帰
結
句
は
右
と
同
じ
く
不
都
合
な
事
態
の
実
現
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

O
「
ソ
レ
テ
今
参
り
給
ハ
ヌ
モ
ノ
ナ
ラ
バ
、
忽
ニ
ウ
キ
冒
ヲ
ミ
セ
給
へ
シ
」
　
（
一
本
3
7
オ
1
）

㈲
活
用
語
＋
コ
ト
ナ
ラ
バ
　
（
三
例
）

す
べ
て
非
完
了
性
仮
定
C
を
表
す
。

O
「
御
辺
誠
二
城
二
立
籠
テ
、
相
聞
ム
ト
ス
ル
事
ナ
ラ
バ
、
尤
モ
打
入
テ
コ
ソ
切
へ
ケ
レ
ト
モ
、
カ
タ
シ
給
ワ
ム
上
ハ
、
縦
ヒ
女
房
生

帰
ル
へ
シ
ト
申
ト
モ
、
切
奉
ル
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
」
　
（
二
末
1
8
オ
2
）

肋
活
用
語
＋
ホ
ド
ナ
ラ
バ
　
（
三
例
）

非
完
了
性
仮
定
a
と
非
完
了
性
仮
定
C
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

O
「
何
二
汝
ハ
忠
快
力
頸
ヲ
ハ
切
ム
ト
ハ
ス
ル
ソ
。
（
略
）
忠
快
力
頸
ヲ
切
程
ナ
ラ
バ
、
只
今
汝
ヲ
バ
ツ
キ
殺
ム
ス
ル
ソ
」
（
六
末
1
2
ウ
3
）

○
入
道
宣
ケ
ル
ハ
、
「
コ
ハ
イ
カ
ニ
、
彼
ヲ
ス
サ
メ
テ
帰
シ
ツ
ル
ハ
御
前
ノ
心
ヲ
タ
カ
へ
シ
ト
テ
コ
ソ
カ
へ
シ
ツ
レ
。
サ
ヤ
ウ
ニ
申
対
日

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

カ
ケ
ハ
召
帰
セ
」
ト
テ
呼
カ
へ
サ
セ
テ
出
合
給
タ
リ
。
「
カ
ヤ
ウ
ニ
見
参
ス
ル
ホ
ト
ナ
ラ
バ
、
ナ
ニ
＼
テ
モ
能
ア
ル
へ
シ
」
ト
宣
ケ
レ

ハ

　

（

一

本

3

2

ウ

6

～

7

）

前
例
は
非
完
了
性
仮
定
C
、
後
例
は
非
完
了
性
仮
定
a
で
あ
る
。
後
者
は
、
清
盛
に
対
面
を
申
し
出
た
仏
御
前
に
対
し
て
、
初
め
は
拒
否

し
た
も
の
の
、
祇
王
の
と
り
な
し
で
対
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
清
盛
の
墾
一
一
ロ
で
あ
る
。
初
め
の
「
サ
ヤ
ウ
ニ
申
ホ
ト
ナ
ラ
バ
」
の
動
作
主
体

は
祇
王
で
あ
り
、
後
の
「
見
参
ス
ル
ホ
ト
ナ
ラ
バ
」
　
の
動
作
主
体
は
面
前
の
仏
御
前
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
既
定
の
事
実
で
あ
る
。
『
覚
一
本
』

で
は
、
前
者
は
「
い
で
ノ
＼
わ
ご
ぜ
が
あ
ま
り
に
い
ふ
事
到
れ
刷
、
見
参
し
て
か
へ
さ
む
」
と
確
定
条
件
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
も
、

（7）

「
見
参
す
る
咄
d
d
J
U
l
刷
、
い
か
で
か
声
を
も
き
か
で
あ
る
べ
き
。
い
ま
や
う
一
つ
う
た
へ
か
し
」
（
大
系
本
上
9
6
ぺ
）
と
あ
る
。

㈱
体
言
＋
ナ
ラ
バ
　
（
三
四
例
）

こ
の
形
式
は
非
完
了
性
仮
定
C
の
用
法
の
み
で
あ
る
。

O
「
心
二
叶
ウ
命
刃
到
叫
、
御
身
ニ
モ
替
マ
ホ
シ
ク
思
候
へ
ト
モ
叶
ハ
ス
」
（
一
末
5
8
オ
1
0
）

㈱
セ
バ
　
（
一
四
例
）
・
マ
シ
カ
バ
　
（
一
七
例
）

こ
の
形
式
が
非
完
了
憧
仮
定
a
（
反
実
仮
想
）
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
マ
シ
カ
バ
は
マ
シ
の
呼
応
す
る
例

が
一
二
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
ベ
シ
（
四
例
）
・
ジ
（
一
例
）
の
場
合
も
あ
る
。
セ
バ
も
、
マ
シ
の
呼
応
す
る
例
が
九
例
の
他
に
、
ベ
シ
（
二

例
）
、
マ
ジ
　
（
二
例
）
、
キ
　
（
一
例
）
　
が
あ
る
。

㈹
「
形
容
詞
十
ハ
」
・
ズ
ハ
の
類
（
五
〇
例
）

（
マ
マ
）

O
「
若
又
効
－
験
刃
J
m
当
用
l
、
面
－
謁
二
所
】
詮
ナ
ル
カ
へ
シ
」
（
二
本
7
1
ウ
4
）

O
「
若
王
位
ヲ
王
位
ト
セ
刈
可
、
何
レ
ノ
仏
法
力
我
朝
二
興
隆
ス
へ
キ
ヤ
」
（
二
本
4
ウ
9
）

O
「
汝
力
夫
ヲ
我
二
殺
サ
セ
ヨ
　
（
略
）
。
ソ
レ
叶
フ
マ
シ
ク
ハ
、
速
二
汝
二
殺
ス
ヘ
シ
」
　
（
二
末
2
1
オ
4
）

（8）

こ
れ
ら
は
非
完
了
性
仮
定
C
を
表
す
。
「
形
容
詞
＋
ハ
」
は
八
例
が
全
て
「
ナ
ク
ハ
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
四
例
は
「
サ
ナ
ク
ハ
」



で
あ
っ
て
、
用
法
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ズ
ハ
は
三
〇
例
と
盛
ん
で
あ
っ
て
、
他
に
は
ベ
ク
ハ
は
一
〇
例
、
マ
ジ
ク
ハ
が
二
例
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
が
ム
ニ
ハ
（
及
び
そ
の
周
辺
語
）
を
除
く
順
接
仮
定
条
件
表
現
形
式
の
用
法
の
概
略
で
あ
る
。

三
、
ム
二
ハ
の
意
味
・
用
法

1
、
ム
二
ハ
の
意
味
・
用
法

（9）

『
延
慶
本
』
に
は
ム
ニ
ハ
が
二
八
例
、
ン
ニ
ハ
六
例
の
合
計
三
四
例
が
存
す
る
（
以
下
に
は
ム
ニ
ハ
と
ン
こ
ハ
と
を
併
せ
て
ム
ニ
ハ
と
称
す
る
）
。

上
接
語
を
見
る
と
、
動
詞
（
補
助
動
詞
）
≡
例
、
形
容
詞
（
ナ
カ
ラ
ム
こ
ハ
）
二
例
、
ザ
ラ
ム
こ
ハ
七
例
、
タ
ラ
ム
ニ
ハ
三
例
、
マ
ジ
カ
ラ
ム

ニ
ハ
一
例
で
あ
っ
て
、
未
だ
上
接
語
は
固
定
的
で
は
な
い
。

さ
て
、
ム
ニ
ハ
の
用
法
を
前
節
で
整
理
し
た
仮
定
条
件
表
現
の
二
種
四
類
に
あ
て
は
め
る
形
で
考
察
す
る
。

ム
ニ
ハ
の
用
法
の
第
一
と
し
て
、
非
完
了
性
仮
定
a
（
反
実
仮
想
）
に
類
す
る
用
法
が
七
例
存
す
る
。

①
「
縦
ヒ
御
不
審
ヲ
蒙
リ
タ
リ
ト
モ
、
生
テ
オ
ワ
シ
マ
サ
勾
ヨ
川
」
、
其
裾
ミ
モ
有
ヌ
へ
シ
。
生
ヲ
隔
ル
習
コ
ソ
悲
ケ
レ
」
（
二
本
4
3
ウ
1
0
）

②
「
哀
レ
、
御
命
ノ
長
ラ
へ
テ
、
世
ノ
政
ヲ
助
マ
シ
マ
サ
ヨ
、
イ
カ
こ
世
間
モ
穏
ヤ
カ
ニ
、
国
土
モ
静
ナ
ラ
マ
シ
」
ト
万
人
惜
奉

ル
ト
云
へ
ト
モ
甲
斐
ナ
シ
　
（
二
中
9
6
ウ
2
）

③
「
此
ノ
世
中
ノ
習
ハ
老
少
不
定
ノ
堺
ニ
テ
催
物
ヲ
ヤ
。
老
タ
ル
カ
去
り
、
若
力
留
候
ハ
男
、
父
母
二
先
立
子
候
ナ
ム
ヤ
。
（
略
）
」

（
五
末
3
5
オ
6
）

④
「
但
シ
御
共
l
喜
治
ノ
左
ノ
ヲ
ト
、
ノ
候
給
ハ
叫
ヨ
川
」
、
太
政
大
臣
憂
御
目
ヲ
御
覧
セ
サ
セ
給
へ
シ
ャ
」
（
二
本
8
8
オ
4
）

⑤
「
又
京
中
ノ
古
盗
人
モ
ヤ
仕
候
ラ
ン
。
目
ニ
ミ
ヘ
耳
二
間
候
ワ
ム
∵
l
J
一
、
争
力
左
様
ノ
狼
籍
セ
サ
セ
候
へ
キ
。
今
ヨ
リ
後
、
義
仲
力

下
人
ト
名
乗
テ
仕
ラ
ム
者
ヲ
捕
テ
給
へ
シ
」
（
四
4
9
オ
9
）

⑥
「
穴
無
漸
ヤ
ナ
。
我
身
テ
替
テ
申
サ
ラ
ヨ
叶
マ
シ
カ
リ
ツ
ル
者
ノ
命
ソ
カ
シ
」
（
一
末
3
6
ウ
7
）

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
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研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

⑦
「
人
ノ
子
ヲ
ア
マ
タ
持
ツ
事
ハ
無
益
ノ
事
カ
ナ
。
我
子
ノ
緑
ニ
ム
ス
ホ
ヲ
レ
サ
ラ
ヨ
、
人
ノ
上
ノ
事
こ
コ
ソ
兄
へ
キ
者
ノ
事
ヲ
、

身
ノ
上
ニ
ナ
シ
テ
、
肝
心
ヲ
消
ス
コ
ソ
ヨ
シ
ナ
ケ
レ
」
ト
オ
ホ
サ
レ
ケ
レ
ハ
　
（
一
末
3
6
ウ
9
）

①
は
故
大
納
言
の
墓
に
詣
で
て
の
丹
波
少
将
の
発
言
、
②
は
亡
き
小
松
殿
を
偲
ん
で
の
人
々
の
発
言
、
⑥
⑦
は
敦
盛
が
血
縁
に
あ
る
成
盛

の
命
乞
い
を
果
た
し
得
た
後
の
撃
一
一
ロ
で
あ
る
。
確
定
的
な
因
果
関
係
を
構
成
す
る
事
態
を
反
事
実
の
形
で
仮
定
的
に
表
現
す
る
用
法
は
、
セ

バ
や
マ
シ
カ
バ
以
外
に
は
そ
の
用
例
が
稀
で
あ
っ
て
、
ム
こ
ハ
の
用
法
上
の
一
特
徴
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
既
定
の
事
実
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
事
柄
を
条
件
と
し
て
提
示
す
る
、
非
完
了
性
仮
定
b
に
類
す
る
例
が
八

例
を
数
え
る
こ
と
で
あ
る
。

⑧
「
世
モ
不
閑
一
、
君
モ
左
様
二
渡
ラ
セ
給
ハ
点
コ
ふ
っ
可
、
カ
ク
テ
雲
居
二
跡
ヲ
留
テ
モ
ナ
ニ
カ
ハ
ス
へ
キ
」
（
二
本
1
0
3
ウ
9
）

⑨
此
事
入
道
聞
テ
、
「
何
ニ
モ
小
督
カ
ア
ラ
耳
l
ユ
l
l
川
l
、
世
中
ヲ
タ
シ
カ
ル
へ
シ
ト
モ
不
覚
へ
L
ト
テ
人
こ
ハ
仰
付
ス
シ
テ
、
自
ラ
是
ヲ

ソ
伺
ケ
ル
。
（
三
本
2
2
オ
1
0
）

⑩
文
学
思
ケ
ル
ハ
、
「
是
程
二
明
王
ノ
守
給
り
珂
l
ユ
l
l
川
l
、
此
次
二
今
三
七
日
打
レ
ム
」
ト
云
願
ヲ
撃
7
、
即
又
被
打
一
ケ
リ
。
（
二
末
3
5
ウ

7
）

⑪
「
穴
怖
シ
ャ
。
入
道
殿
ノ
ア
レ
程
二
怒
り
給
テ
宣
ハ
ム
こ
ハ
、
我
等
ナ
ラ
バ
院
ノ
御
所
二
有
事
、
無
事
、
コ
ト
ヨ
シ
事
、
申
散
シ
テ

出
ナ
マ
シ
」
　
（
二
本
8
4
オ
7
）

⑫
（
法
王
）
仰
ノ
有
ケ
ル
ハ
、
「
何
ナ
ル
悪
霊
ナ
リ
ト
モ
、
此
ノ
老
法
師
カ
タ
テ
候
ワ
ム
こ
ハ
、
争
力
近
付
奉
へ
キ
」
（
二
本
3
3
ウ
5
）

⑬
「
此
ノ
兵
衛
佐
ハ
〓
疋
ノ
大
将
軍
也
、
弘
経
此
程
ノ
多
勢
ヲ
卒
シ
テ
向
タ
ラ
耳
l
コ
l
l
川
l
、
悦
感
シ
テ
思
出
合
テ
、
耳
ト
ロ
ト
指
合
テ
、

サ
＼
ヤ
キ
事
、
追
従
事
ナ
ム
ト
ヲ
コ
ソ
、
宣
ワ
ム
ス
ラ
ム
ト
思
ツ
ル
こ
、
真
平
ヲ
以
テ
宣
タ
リ
ツ
ル
、
一
こ
ハ
ヲ
ホ
ケ
ナ
ク
、
一
ニ

ハ
大
ク
ワ
イ
ナ
心
也
」
　
（
二
末
8
0
オ
8
）

⑭
「
ケ
ニ
モ
女
房
こ
テ
渡
ラ
セ
給
り
叫
ユ
l
l
州
l
、
ナ
ニ
カ
ク
ル
シ
ク
候
へ
キ
」
ト
申
セ
ハ
　
（
五
末
9
オ
5
）



⑮
「
成
経
参
リ
タ
リ
ト
聞
給
り
勾
ヨ
川
」
、
イ
カ
ナ
ル
火
ノ
中
、
水
ノ
底
ニ
オ
ワ
ス
ト
モ
、
ナ
ト
カ
一
言
ノ
御
返
事
ナ
カ
ル
ヘ
キ
」
（
二
本
4
3

ウ
8
）

⑧
は
、
高
倉
天
皇
の
法
皇
へ
の
便
り
の
一
部
で
あ
り
、
「
君
モ
左
様
二
渡
ラ
セ
給
ハ
ム
ニ
ハ
」
は
法
皇
が
鳥
羽
殿
に
流
さ
れ
た
事
実
を
指
し

て
い
る
。
⑨
は
小
督
の
局
が
生
き
て
い
る
事
実
を
知
っ
て
の
清
盛
の
発
言
で
あ
る
。
⑩
⑪
⑫
⑬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
是
程
ニ
」
「
ア
レ
程
ニ
」

（10）

「
カ
ク
テ
」
「
此
程
ノ
」
と
い
う
指
示
語
に
よ
っ
て
も
既
定
の
事
実
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
⑭
も
事
実
た
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
判

（11）

断
で
あ
る
こ
と
が
「
ケ
ニ
モ
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
⑮
は
故
大
納
言
の
墓
前
で
の
丹
波
少
将
の
発
言
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
既
定
の
事
実
を
前
提
と
す
る
ゆ
え
、
例
え
ば
⑧
「
君
モ
左
様
二
渡
ラ
セ
給
ハ
ム
ニ
ハ
」
で
言
え
ば
、
「
君
モ
左
様
二
渡
ラ
セ
給
へ

バ
」
の
如
く
確
定
条
件
表
現
と
し
て
も
提
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
用
法
も
他
の
仮
定
条
件
表
現
の
形
式
に
は
稀
で
あ
る
。

次
の
〓
例
は
、
仮
定
的
事
態
を
想
定
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
話
し
手
の
判
断
を
表
す
、
非
完
了
性
仮
定
C
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑯
「
我
末
ナ
ラ
サ
ラ
可
コ
1
－
期
l
、
カ
、
ル
老
法
師
ヲ
ハ
ナ
こ
シ
こ
ナ
ツ
カ
シ
ク
可
思
べ
此
宮
ソ
我
孫
ナ
リ
ケ
ル
」
ト
テ
（
四
2
オ
7
）

⑰
「
殿
原
雑
言
無
益
也
、
我
モ
人
モ
劣
シ
負
シ
。
空
事
云
付
テ
、
ソ
＼
ロ
事
云
当
、
誰
カ
バ
劣
ル
ヘ
キ
」
（
六
本
2
4
ウ
5
）

⑱
「
終
二
人
ニ
ミ
ヘ
給
ハ
ム
l
司
叫
、
ア
ノ
人
共
ノ
云
ワ
ム
事
ヲ
ハ
争
力
闘
ス
テ
給
へ
キ
」
（
五
本
8
4
ウ
7
）

⑩
入
道
宣
ケ
ル
ハ
、
「
義
王
イ
カ
ニ
云
ト
モ
、
浄
海
力
聞
入
サ
ラ
封
コ
川
」
、
ナ
シ
カ
バ
呼
返
ス
へ
キ
」
ト
テ
（
一
本
3
4
オ
2
）

⑳
「
此
程
ノ
山
ヲ
落
サ
ム
l
司
叫
、
只
謀
ヲ
先
ト
ス
」
（
五
本
4
6
ウ
8
）

⑳
頼
豪
悪
心
1
在
タ
ル
気
色
ニ
テ
申
ケ
ル
ハ
、
「
此
事
ヲ
申
サ
ム
ト
テ
コ
ソ
、
老
ノ
波
ノ
朝
暮
肝
胆
ヲ
ハ
擢
キ
候
ツ
レ
。
叶
候
マ
シ
カ
ラ

ム
l
可
叫
、
今
ハ
思
死
コ
ソ
候
ナ
レ
」
ト
テ
、
水
精
ノ
様
ナ
ル
涙
ヲ
バ
ラ
く
ト
流
シ
テ
（
二
本
3
9
オ
6
）

⑳
「
先
帝
ト
共
二
都
へ
人
々
給
ハ
尤
可
然
一
候
へ
シ
。
サ
候
ワ
サ
ラ
勾
ヨ
川
」
、
内
侍
所
計
ヲ
入
レ
奉
ル
事
ハ
有
へ
シ
ト
モ
覚
候
ワ
ス
」
（
五

末
2
ウ
8
）

⑳
「
是
ヨ
リ
仰
付
ラ
レ
サ
ラ
刃
⇒
叫
、
大
番
ノ
者
共
是
程
サ
ワ
キ
ア
フ
へ
シ
ト
モ
不
軍
」
（
六
末
1
7
オ
4
）

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て



鎌
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六

⑭
「
（
略
）
サ
テ
ア
ラ
ン
ス
ル
ヤ
フ
こ
、
命
ヲ
御
所
中
二
テ
失
ト
モ
、
神
護
寺
二
庄
ヲ
ヨ
セ
ラ
レ
サ
ラ
〓
笥
司
、
一
切
二
罷
出
マ
シ
キ
者

ヲ
」
　
ト
ソ
シ
カ
リ
ケ
ル
。
（
二
末
2
7
オ
1
0
）

⑳
「
イ
ソ
キ
佐
殿
ノ
方
へ
行
ケ
。
果
報
ナ
カ
ラ
ム
l
当
用
l
、
一
所
二
有
ト
テ
モ
叶
マ
シ
。
冥
加
ア
ラ
バ
、
所
々
二
有
ト
モ
、
ソ
レ
ニ
モ
ヨ

ル
マ
シ
」
　
（
三
末
1
5
ウ
1
）

⑳
然
ト
モ
、
帝
ノ
御
ユ
ル
サ
レ
ナ
カ
ラ
当
用
l
、
轍
ク
戒
ヲ
難
授
華
旨
ヲ
申
サ
ル
。
（
一
末
1
0
ウ
7
）

こ
れ
ら
の
仮
定
的
事
態
を
想
定
す
る
ム
ニ
ハ
の
場
合
も
、
帰
結
句
を
見
る
と
、
反
語
表
現
が
四
例
（
⑯
⑰
⑳
⑩
）
、
断
定
表
現
が
二
例
（
⑳
⑳
）

で
あ
り
、
推
量
表
現
の
場
合
も
「
ベ
シ
ト
モ
覚
（
候
）
ズ
」
が
二
例
（
⑳
⑳
）
あ
り
、
マ
ジ
の
場
合
も
、
㊧
「
一
切
二
罷
出
マ
シ
キ
者
ヲ
」
と

ぁ
る
よ
う
に
、
条
件
句
で
示
さ
れ
る
状
況
の
も
と
で
は
、
帰
結
句
の
事
態
は
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
話
し
手
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が

注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
ム
ニ
ハ
は
、
非
完
了
性
仮
定
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
条
件
句
の
事
態
が
完
了
（
実
現
）
し
た
ら
帰
結
句
の
事
態
が
起
こ
る
と

い
う
関
係
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
完
了
性
仮
定
に
類
す
る
ム
ニ
ハ
も
次
の
八
例
存
す
る
。

⑳
「
サ
ル
和
殿
原
也
ト
モ
、
親
二
孝
養
ス
ル
志
ノ
深
ク
、
入
道
出
家
ヲ
モ
シ
テ
閑
林
二
閉
籠
リ
、
仏
法
興
隆
ヲ
モ
シ
給
り
叫
ユ
ー
ー
川
l
、
大

龍
王
二
被
守
護
】
給
へ
シ
」
（
二
末
3
2
ウ
2
）

⑳
「
軍
ト
云
ハ
　
（
略
）
時
こ
ヨ
リ
折
二
随
テ
引
退
ハ
、
軍
兵
ノ
習
也
。
マ
シ
テ
兼
テ
ヨ
リ
逃
支
度
ヲ
シ
タ
ラ
の
l
司
叫
、
ナ
こ
カ
ヨ
カ
ル

へ
キ
」
　
（
六
本
6
オ
1
）

⑳
「
実
盛
六
十
二
余
テ
後
、
軍
ノ
陣
二
向
タ
ラ
封
一
l
l
l
川
l
、
シ
ラ
カ
ノ
バ
ツ
カ
シ
カ
ラ
ム
ス
レ
ハ
、
ヒ
ム
ヒ
ケ
ニ
ス
ミ
ヲ
ヌ
リ
テ
、
ワ
カ

タ
見
ム
ト
思
也
」
　
（
三
末
3
7
ウ
5
）

⑳
「
命
ヲ
給
リ
候
忠
こ
ハ
自
今
後
軍
ノ
候
ワ
男
、
マ
先
係
テ
君
二
命
ヲ
進
ス
ヘ
シ
」
（
五
本
3
3
ウ
7
）

⑳
「
自
今
以
後
軍
仕
候
り
叫
ヨ
川
」
、
マ
前
カ
ケ
テ
命
ヲ
君
こ
マ
ヒ
ラ
セ
候
ワ
ン
」
ト
申
テ
（
四
4
0
ウ
1
0
）



⑳
実
盛
京
ヲ
打
立
ケ
ル
日
、
内
大
臣
二
申
ケ
ル
ハ
、
「
（
略
）
今
度
北
陸
道
二
罷
下
テ
候
ワ
ム
こ
ハ
、
善
悪
生
テ
返
候
へ
カ
ラ
ス
」
　
（
三
末

3

8

ウ

2

）

⑳
「
（
略
）
自
今
以
後
モ
是
ヨ
リ
催
の
」
コ
川
l
参
へ
シ
。
返
々
本
意
ナ
リ
」
ト
テ
（
一
末
4
9
ウ
5
）

⑭
「
（
略
）
『
其
手
へ
ハ
叶
ワ
シ
。
英
人
へ
向
へ
。
ア
ノ
手
へ
向
ハ
シ
』
ナ
ム
ト
候
7
月
コ
コ
川
」
、
軍
二
有
事
候
マ
シ
」
（
五
本
4
8
ウ
2
）

こ
れ
ら
は
、
条
件
句
の
事
態
が
帰
結
句
の
事
態
に
時
間
的
に
先
行
す
る
と
い
う
点
で
完
了
性
仮
定
に
類
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
条
件
句
を

見
る
と
、
⑳
「
サ
ル
和
殿
原
也
ト
モ
、
親
二
孝
養
ス
ル
志
ノ
深
ク
、
入
道
出
家
ヲ
モ
シ
テ
閑
林
二
間
籠
リ
、
仏
法
興
隆
ヲ
モ
シ
給
」
、
⑳
「
マ

シ
テ
兼
テ
ヨ
リ
逃
支
度
ヲ
シ
」
、
⑳
「
実
盛
六
十
二
余
テ
後
、
軍
ノ
陣
二
向
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
た
事
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

帰
結
句
も
、
⑳
は
反
語
表
現
で
あ
り
、
⑳
⑪
は
「
マ
先
係
テ
」
、
⑳
は
「
善
悪
」
と
い
う
強
調
表
現
が
見
ら
れ
、
⑳
で
は
「
返
々
本
意
ナ
リ
」

（12）

と
念
押
し
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帰
結
句
は
確
信
に
満
ち
た
話
し
手
の
判
断
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
は
完
了
性
仮
定
に
は
類
す
る
が
、
条

件
句
の
事
態
が
完
了
（
実
現
）
す
れ
ば
、
当
然
の
結
果
と
し
て
帰
結
句
の
事
態
と
な
る
と
い
う
話
し
手
の
確
信
に
基
づ
く
判
断
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
り
、
因
果
性
の
強
い
論
理
関
係
を
前
提
と
す
る
仮
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
非
完
了
性
仮
定
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
ム
ニ
ハ
の
用
法
を
頬
別
し
て
考
察
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
を
纏
め
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

Ⅲ
非
完
了
性
仮
定
a
　
（
反
実
仮
想
）
　
に
類
す
る

畑
非
完
了
性
仮
定
b
に
察
す
る

㈲
非
完
了
性
仮
定
C
に
類
す
る

㈲
完
了
性
仮
定
に
類
す
る

七
例

八
例

一
一
例

八
例

ム
ニ
ハ
は
川
畑
畑
類
　
（
非
完
了
性
仮
定
）

の
用
例
が
多
く
、
な
か
で
も
Ⅲ
類
の
反
実
仮
想
や
、
畑
類
の
既
定
の
事
実
を
提
示
す
る
用
法
を

併
せ
る
と
全
体
の
半
数
近
く
を
占
め
る
。
m
類
と
拗
類
と
は
、
反
事
実
か
事
実
か
の
違
い
で
あ
っ
て
、
と
も
に
《
条
件
句
の
事
態
が
真
実
で

あ
れ
ば
、
当
然
の
結
果
と
し
て
帰
結
句
の
事
態
と
な
る
》
と
い
う
意
で
あ
っ
て
、
必
然
確
定
に
近
い
意
で
あ
る
。
畑
類
㈲
類
の
場
合
も
、
帰

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て
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八

結
句
に
は
、
結
果
は
必
然
的
で
あ
る
と
す
る
話
し
手
の
判
断
が
示
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
事
態
が
完
了
性
で
あ
れ
非
完
了
怪
で
あ
れ
、

そ
の
条
件
の
も
と
で
は
帰
結
句
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
事
態
を
仮
定
的
に
提
示
す
る
の
が
ム
l
六
の
意
味
特
徴
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

な
お
、
ム
ニ
ハ
が
強
い
因
果
怪
を
表
す
条
件
表
現
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
構
成
要
素
で
あ
る
係
助
詞
ハ
の
機
能
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ

う
。
ハ
は
判
断
文
に
於
け
る
判
断
の
対
象
を
限
定
し
て
提
示
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
ム
ニ
ハ
も
帰
結
句
の
事
態
が
起
こ
る
条
件
を
限
定

し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
、
ム
二
ハ
の
周
辺
語

最
後
に
、
ム
こ
ハ
の
周
辺
語
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

Ⅲ
ム
ハ
　
二
三
例
）

本
資
料
で
は
、
ム
ハ
は
従
属
句
の
動
作
主
体
を
示
す
例
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
ム
は
純
粋
の
準
体
法
で
あ
る
。

O
「
只
偏
二
愚
老
ヲ
助
サ
セ
御
サ
勾
叫
、
孝
養
御
計
タ
ル
へ
シ
」
（
一
本
4
4
ウ
1
0
）

O
「
大
臣
ノ
イ
カ
ナ
ル
目
ヲ
モ
見
ラ
レ
勾
叫
、
偏
二
丸
力
身
上
ニ
テ
コ
ソ
ア
ラ
メ
」
（
二
本
7
8
オ
5
）

畑
ム
ト
キ
ハ
　
（
一
五
例
）
・
ム
ト
キ
ニ
ハ
　
三
例
）

と
も
に
ム
ニ
ハ
に
近
し
い
表
現
形
式
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
完
了
怪
仮
定
を
表
し
て
い
る
。

O
「
若
尚
シ
モ
康
頼
ヲ
恋
シ
ト
思
食
レ
ム
嘲
可
、
一
年
書
注
シ
テ
進
や
候
シ
往
生
ノ
私
記
ヲ
御
覧
候
へ
ク
候
」
（
一
末
7
1
ウ
1
）

O
「
モ
シ
ノ
事
ノ
候
ワ
ム
時
こ
ハ
、
一

（
三
末
6
8
オ
4
）

ま
た
、
帰
結
句
に
は
、

一
ナ
キ
命
ヲ
君
二
進
セ
、
先
ニ
モ
立
奉
り
、
死
出
ノ
山
ノ
御
共
ヲ
コ
ソ
セ
ン
ト
思
候
ツ
ル
こ
　
（
略
）
」



O
「
此
笛
ヲ
ハ
我
死
ニ
タ
ラ
耳
嘲
叫
、
必
ス
棺
二
人
ヨ
」
（
二
中
6
8
ウ
2
）

O
「
里
二
出
タ
ラ
ム
時
ニ
ハ
、

必
尋
テ
オ
ワ
セ
ヨ
」
（
二
末
3
8
ウ
1
）

の
よ
う
な
命
令
法
の
例
が
見
ら
れ
る
の
も
ム
こ
ハ
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
は
、
「
時
」
と
い
う
時
間
観
念
を
表
す
語
を
含
む

ゆ
え
に
、
具
体
的
で
現
実
に
即
し
た
判
断
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

刷
ム
ニ
ト
リ
テ
ハ
（
三
例
）
ム
ニ
オ
イ
テ
ハ
（
三
例
）

と
も
に
例
が
少
な
い
の
で
、
用
例
を
掲
げ
る
の
に
と
ど
め
る
。

O
「
サ
ラ
ム
ニ
取
テ
ハ
、

御
身
ノ
恐
ア
ル
マ
シ
」
（
一
本
5
1
ウ
7
）

O
「
今
度
山
僧
等
薗
城
寺
ヲ
焼
失
セ
ム
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
、

天
台
ノ
座
主
ヲ
流
罪
シ
、
山
門
ノ
大
衆
ヲ
モ
禁
寵
セ
ム
」
（
二
本
4
ウ
1
0
）

（13）

㈲
テ
ハ
（
三
八
例
）
・
シ
テ
ハ
　
（
四
例
）
・
デ
ハ
（
一
六
例
）

テ
ハ
は
す
べ
て
完
了
性
仮
定
を
表
す
。
条
件
句
の
事
態
が
実
現
（
完
了
）
し
た
結
果
は
困
っ
た
事
態
に
な
る
と
い
う
意
を
表
す
例
が
三
八
例

（14）

中
三
六
例
を
占
め
る
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

O
「
イ
カ
サ
マ
ニ
モ
京
ヲ
ハ
ナ
レ
列
可
、
イ
ツ
チ
へ
力
行
へ
キ
」
（
三
末
6
9
ウ
5
）

O
「
是
程
ノ
事
ヲ
御
博
有
列
叫
、
イ
カ
＼
ハ
セ
サ
セ
給
へ
キ
」
（
五
末
3
5
ウ
2
）

シ
テ
ハ
と
デ
ハ
と
は
非
完
了
性
仮
定
を
表
す
が
、
帰
結
句
は
不
都
合
な
事
態
を
表
す
例
が
殆
ど
で
あ
る
点
で
テ
ハ
と
通
ず
る
。
帰
結
句
の

こ
の
よ
う
な
偏
り
は
ズ
ハ
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

○
我
サ
ヘ
心
弱
シ
l
列
l
川
l
、
叶
ハ
シ
ト
思
テ
（
五
末
5
1
オ
9
）

○
今
所
望
や
列
叫
、
イ
ツ
ヲ
可
期
ソ
。
無
心
ヲ
ハ
＼
カ
ラ
ス
所
望
シ
テ
ミ
ム
ト
思
テ
（
五
本
4
ウ
6
）

O
「
門
司
赤
間
ノ
案
内
知
ラ
」
て
l
川
」
、
叶
ワ
シ
」
（
五
末
6
4
オ
2
）

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
ニ
ハ
に
つ
い
て



鎌
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四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
ム
ニ
ハ
の
意
味
・
用
法
を
他
の
仮
定
条
件
表
現
形
式
と
の
関
連
に
於
い
て
考
察
し
た
。
ム
ニ
ハ
は
完

了
性
で
あ
れ
非
完
了
性
で
あ
れ
、
《
条
件
句
の
事
態
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
結
果
と
し
て
帰
結
句
の
事
態
が
生
起
す
る
雲
息
を
表
す
も

（15）

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
考
察
し
た
洞
門
抄
物
に
於
け
る
ム
ニ
ハ
と
意
味
上
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

ム
こ
ハ
の
使
用
場
面
は
会
話
文
か
さ
も
な
け
れ
ば
間
接
話
法
の
文
中
で
あ
る
。
た
だ
、
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
叙
事
的
文
章
に
於
い
て
は
、

仮
定
条
件
表
現
そ
の
も
の
が
主
と
し
て
会
話
文
（
心
話
文
）
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
位
相
上
の
特
徴
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
。

ム
こ
ハ
は
洞
門
抄
物
を
例
外
と
し
て
、
室
町
時
代
に
は
衰
微
す
る
。
そ
れ
は
、
古
代
語
の
一
特
徴
で
あ
る
「
行
カ
ム
時
」
の
よ
う
な
連
体

（16）

句
内
の
推
量
的
陳
述
が
、
近
代
語
で
は
文
末
の
陳
述
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
事
実
と
深
く
関
連
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
室
町
時

（17）

代
の
ム
ニ
ハ
は
「
古
代
語
的
な
性
格
を
留
め
る
」
も
の
と
言
え
よ
う
。
今
後
は
連
体
句
内
の
推
量
的
陳
述
の
衰
微
と
い
う
問
題
と
の
関
連
に

於
い
て
、
ム
こ
ハ
の
消
長
を
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（1）
（2）

（3）
（4）

（5）
（6）

阪
倉
篤
義
氏
「
条
件
表
現
の
変
遷
」
（
「
国
語
学
」
3
3
輯
　
昭
和
3
3
・
6
、
『
文
章
と
表
現
』
昭
和
5
0
・
6
再
録
）
。

外
山
映
次
氏
「
条
件
句
を
つ
く
る
『
ウ
ニ
ハ
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
語
学
論
集
』
昭
和
4
4
・
6
）
。

小
林
賢
次
氏
「
天
草
版
平
家
物
語
に
お
け
る
仮
定
表
現
－
覚
∵
不
・
百
二
十
句
本
と
の
比
較
を
中
心
に
ー
」
（
『
馬
渕
和
夫
博
士
退
官
記
念
国
語
学
論
集
』

昭
和
5
6
・
7
）
。

「
条
件
句
構
成
の
ウ
ニ
ハ
続
招
1
－
松
ケ
岡
文
庫
蔵
遠
門
関
抄
』
を
資
料
と
し
て
ー
」
（
「
松
ケ
岡
文
庫
研
究
年
報
」
2
号
　
昭
和
6
3
・
2
）
。

松
下
大
三
郎
氏
『
改
撰
標
準
日
本
文
法
』
（
昭
和
2
）
、
木
之
下
正
雄
氏
「
仮
定
条
件
法
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
1
8
・
5
）
、
阪
倉
篤
義

民
注
（
1
）
論
文
、
木
下
正
俊
氏
「
条
件
法
の
構
造
」
　
（
「
国
語
国
文
」
別
刊
　
昭
和
4
1
・
5
）
。

注
（
5
）
木
之
下
正
雄
氏
論
文
で
は
、
仮
定
条
件
を
（
イ
）
反
事
実
、
（
ロ
）
事
実
不
定
、
（
ハ
）
未
来
、
（
こ
）
事
実
、
の
四
類
に
分
け
て
お
ら
れ



る
。
本
稿
の
非
完
了
性
仮
定
の
a
は
「
反
事
実
」
、
b
は
「
事
実
」
、
C
は
「
事
実
不
定
」
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
）
　
小
林
賢
次
氏
「
中
世
の
仮
定
表
現
に
関
す
る
一
考
察
－
ナ
ラ
バ
の
発
達
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
中
田
祝
夫
博
士
功
績
記
念
国
語
学
論
集
』
昭
和
竪
2
）

で
は
、
『
覚
一
本
平
家
』
を
含
む
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
・
軍
記
物
で
の
「
活
用
語
＋
ナ
ラ
バ
」
「
モ
ノ
ナ
ラ
バ
」
「
コ
ト
ナ
ラ
バ
」
「
ホ
ド
ナ
ラ
バ
」
に

つ
い
て
、
「
活
用
語
＋
ナ
ラ
バ
」
は
完
了
性
仮
定
に
も
非
完
了
性
仮
定
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
モ
ノ
ナ
ラ
バ
」
「
コ
ト
ナ
ラ
バ
」
は
す
べ
て

非
完
了
性
仮
定
に
、
「
ホ
ド
ナ
ラ
バ
」
は
完
了
性
仮
定
と
非
完
了
性
仮
定
の
両
用
の
あ
る
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。

（
8
）
　
「
ズ
ハ
」
や
「
ナ
ク
ハ
」
の
類
は
、
未
完
了
の
事
態
の
実
現
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
完
了
性
仮
定
と
も
扱
い
得
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で

は
す
べ
て
非
完
了
性
仮
定
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。

（
9
）
　
次
の
よ
う
な
条
件
句
構
成
に
あ
ら
ざ
る
ム
こ
ハ
　
（
四
例
）
は
除
外
し
た
。

○
（
略
）
ト
禁
メ
申
シ
ニ
依
テ
、
殿
テ
人
事
ヲ
被
止
一
ケ
ム
ー
当
川
l
、
猶
増
レ
ル
御
心
ハ
セ
ナ
リ
（
三
本
7
ウ
1
0
）

011121

O
「
不
知
一
只
世
ヲ
遁
テ
実
ノ
道
二
人
ラ
ン
ニ
ハ
」
ト
宣
ヘ
ハ
　
（
一
末
3
6
オ
8
）

注
（
2
）
論
文
で
外
山
氏
は
、
⑬
の
例
と
後
掲
⑩
の
例
に
つ
い
て
、
「
事
実
仮
定
に
近
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑭
は
覚
一
本
で
は
「
ム
こ
」
と
あ
る
　
（
大
系
本
鋤
ペ
）
。

別
表
に
も
掲
げ
た
如
く
、
ム
こ
ハ
の
帰
結
句
の
述
語
は
、
全
体
と
し
て
見
て
も
、
助
動
詞
が
ベ
シ
二
〇
例
と
黄
も
多
く
、
次
い
で
マ
ジ
が
四
例
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
助
動
詞
の
使
用
率
は
、
仮
定
条
件
表
現
形
式
の
内
で
は
ム
こ
ハ
の
場
合
が
最
も
高
い
。

動
作
の
反
復
を
表
す
テ
ハ
は
除
外
し
て
い
る
。

例
外
と
し
て
は
、
次
の
如
き
例
で
あ
る
。

O
「
心
ア
ラ
ム
人
ハ
、
是
ヲ
御
覧
シ
可
叫
、
康
頼
力
膏
里
へ
送
給
へ
」
（
一
末
9
2
ウ
8
）

小
林
賢
次
氏
注
（
3
）
論
文
で
、
「
テ
ハ
」
の
こ
の
よ
う
な
用
法
上
の
偏
り
を
指
摘
さ
れ
、
「
慣
用
句
的
性
格
が
強
い
の
で
、
「
ズ
ハ
」
と
は
表
現
内

容
の
上
で
も
異
な
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
B
）
＋
注
（
4
）
論
文
で
、
洞
門
抄
物
の
ム
ニ
ハ
を
「
そ
の
条
件
さ
え
満
た
さ
れ
れ
ば
あ
る
結
果
が
生
ず
る
こ
と
が
確
実
だ
と
判
断
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い

て
、
そ
の
条
件
を
提
示
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
事
態
と
事
態
と
の
因
果
性
に
つ
い
て
の
確
信
を
前
提
と
す
る
仮
定
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。

（
1
6
）
　
注
（
5
）
木
下
正
俊
氏
論
文
。

（
1
7
）
　
小
林
賢
次
氏
注
（
3
）
論
文
。

鎌
倉
時
代
に
於
け
る
条
件
句
構
成
の
ム
こ
ハ
に
つ
い
て




